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１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ 　 　 △ 　 有

2 社外取締役 ○ 　 △ 訂正・変更 有

3 社外取締役 ○ ○ 訂正・変更 有

4 社外取締役 ○ ○ 新任 有

5 社外監査役 ○ ○ 有

6 社外監査役 ○ △ 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

4

5

6

社外取締役／
社外監査役

独立役員氏名

大瀧　守彦

湊　明彦

　湊明彦氏は、当社の取引先である株式会社三菱東京UFJ銀行（現：株式会社三菱
UFJ銀行）の常務執行役員でありましたが、2009年に退任し、退任以降は業務執
行に携わっていないことから独立性は十分に確保されております。

　金融機関において要職を歴任され、財務に関する知識並びに企業経営者としての豊富な経験及
び幅広い見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただいていることに加え、
経営全般に対して適宜適切な提言をいただくなど、当社のコーポレートガバナンス強化のために
重要な役割を果たされていることから、社外監査役に選任しております。
　また、証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に抵触せず、当社が定める「独立役員
選任基準」（４．補足説明参照）を満たしていることから、一般株主の利益保護のためにその役
割を果たすことができると判断し、独立役員として届け出ております。

番号

　グローバル企業における豊かな経験及び経営者としての高い見識を有しており、社外取締役と
して当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいただいております。また、当社取
締役会における意思決定の透明性を高めるために積極的に発言いただくなど、当社のコーポレー
トガバナンス強化のために重要な役割を果たされていることから、社外取締役に選任しておりま
す。
　また、証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に抵触せず、当社が定める「独立役員
選任基準」（４．補足説明参照）を満たしていることから、一般株主の利益保護のためにその役
割を果たすことができると判断し、独立役員として届け出ております。

　長年の公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、社外取締役として当社
経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいただいております。また、当社取締役会に
おける意思決定の透明性を高めるために積極的に発言いただく等、当社のコーポレートガバナン
ス強化のために重要な役割を果たされていることから、社外取締役に選任しております。
　また、証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に抵触せず、当社が定める「独立役員
選任基準」（４．補足説明参照）を満たしていることから、一般株主の利益保護のためにその役
割を果たすことができると判断し、独立役員として届け出ております。

　長年の外交官として培われたグローバルで豊富な経験並びに国際情勢及び貿易に関する高い見
識を有しており、社外取締役として当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいた
だいております。また、当社取締役会における意思決定の透明性を高めるために積極的に発言い
ただく等、当社のコーポレートガバナンス強化のために重要な役割を果たされていることから、
社外取締役に選任しております。
　また、証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に抵触せず、当社が定める「独立役員
選任基準」（４．補足説明参照）を満たしていることから、一般株主の利益保護のためにその役
割を果たすことができると判断し、独立役員として届け出ております。

　情報通信分野における研究者としての豊富な経験及び卓越した実績を有し、現在も研究機関や
大学で先端技術の研究に携わっており、特に製品・事業戦略の側面で当社経営陣による業務執行
の監督及び経営陣への助言をしていただけるものと考え、社外取締役に選任しております。
　また、証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に抵触せず、当社が定める「独立役員
選任基準」（４．補足説明参照）を満たしていることから、一般株主の利益保護のためにその役
割を果たすことができると判断し、独立役員として届け出ております。

　長年にわたり弁護士として培われた専門的な知識及び豊富な経験を有しており、社外監査役と
しての職務を適切に遂行いただいていることに加え、経営全般に対して適宜適切な提言をいただ
くなど、当社のコーポレートガバナンス強化のために重要な役割を果たされていることから、社
外監査役に選任しております。
　また、証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に抵触せず、当社が定める「独立役員
選任基準」（４．補足説明参照）を満たしていることから、一般株主の利益保護のためにその役
割を果たすことができると判断し、独立役員として届け出ております。

独 立 役 員 届 出 書

異動内容
本人の
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異動（予定）日

役員の属性（※２・３）

会社名

提出日 2020/5/26

独立役員届出書の
提出理由

番号

2020/6/24

コード日本特殊陶業株式会社 5334

定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため

安井　金丸

Mackenzie Donald Clugston

土井　美和子

永冨　史子

該当状況についての説明（※４）

　大瀧守彦氏は、株式会社パソナの取締役副会長を務めておりましたが、2016年
８月に取締役を退任いたしました。株式会社パソナと当社との間には人材派遣に
関する取引関係がありますが、取引金額は同社売上高の0.1％未満と極僅少なこと
から独立性は十分に確保されております。

　安井金丸氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身であ
り、1993年４月から2005年３月まで当社の会計監査業務に携わっておりました
が、当社の監査業務から離れて14年が経過し、同監査法人を退職してから７年が
経過しております。
　また、同監査法人は法令に基づいて当社から独立した立場で会計監査を実施し
ていることは勿論のこと、当社が同監査法人に支払っている金額は、同監査法人
が受け取る総報酬額のうち、約0.1％と極僅少であること、また現在同氏が所長を
務めている安井公認会計士事務所と当社との間には、取引関係は無いことから独
立性は十分に確保されております。

土井美和子氏は、東北大学の理事を務めており、当社は東北大学に対して直近過
去３年間に研究委託及び寄付を行いましたが、その金額は合計で200万円未満と極
僅少なことから独立性は十分に確保されております。

選任の理由（※５）

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

当社は、会社法で定められた社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加えて、下記の通り当社独自の「独立役員選任基準」（※注１）を策定
し、これら全てを満たす者を独立役員に指定することといたします。

１．当社グループとの間で、直近過去３年間における双方いずれかの連結売上高の２％以上の取引がある取引先において、直近過去３年間に取締役、監査役、執行役また
は支配人その他の使用人（執行役員を含み、社外取締役、社外監査役を除く。以下「取締役等」という）になったことがない者
２．当社グループの現在の主要株主および当社グループが主要株主である会社の取締役等でない者
　（なお、主要株主とは、議決権所有割合が10％以上の株主とする）
３．当社グループの主要借入先において、直近過去３年間に在籍していない者（なお、主要借入先とは、当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がな
い程度に依存している金融機関その他の大口債権者とする）
４．当社グループから現在報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でない者
５．当社グループが直近過去３年以内のいずれかの年度において1,000万円以上の寄付をしていない者（※注２）
６．当社グループから取締役等を受け入れている会社又はその子会社の取締役等でない者
７．現在または過去における当社グループの取締役等の二親等以内の親族でない者
８．当社グループと恒常的に実質的な利益相反が生じる恐れのない者
（注１）ただし、企業合併その他意図せずした背景等で第三者に対して明確に独立性を説明できる理由がある場合には、上記に該当した場合でも独立役員の意見を尊重し
た上で認める場合があります。
（注２）ただし、1,000万円以上の寄付を行った場合であっても、当該寄付が独立役員候補者と同一の大学・研究所等に所属する別の教授や研究室に個別に行われた寄付
である等、第三者に対して当該寄付が独立役員候補者の独立性の判断に影響を与えないことを明確に説明できる理由がある場合には、独立役員の意見を尊重した上で認め
る場合があります。
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